
○
大
蔵
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
九
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1

昭
和
六
十
二
年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確

保
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案

衆

六
二
、
一
、
二
六

六
二
、
五
、
二
二

　
六
二
、
五
、
二
六

可
　
　
決

　
六
二
、
五
、
二
七

可
　
　
決

六
二
、
五
、
一
四

　
六
二
、
五
、
一
五

修
　
　
正

　
六
二
、
五
、
二
〇

修
　
　
正

　
　
　
　
　
六
二
、
五
、
一
四

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
五
、
二
二

参
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　

1
3

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"　
　
　
　
　
　
　

二
、
一
〇

三
、
二
四

（
予
）

　
　
三
、
二
六

可
　
　
決

　
　
三
、
二
七

可
　
　
決

三
、
一
七

　
　
三
、
二
四

可
　
　
決

　
　
三
、
二
五

可
　
　
決

　
　3

2

資
金
運
用
部
資
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

"

二
、
一
三

二
、
二
三

（
予
）

　
　
二
、
二
六

可
　
　
決

　
　
　
二
、
二
七

可
　
　
決

二
、
一
八

　
二
、
二
五

可
　
　
決

　
　
二
、
二
六

可
　
　
決

4
8

関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

"

三
、
四

三
、
四

（
予
）

　
　
三
、
二
六

可
　
　
決

　
　
三
、
二
七

可
　
　
決

三
、
四

　
　
三
、
二
四

可
　
　
決

　
　
三
、
二
五

可
　
　
決

　
　

7
0

郵
便
貯
金
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 
 
 
 

"

 
 
 

三
、
二
三

三
、
二

三

（
予
）

　
　
五
、
二
五

可
　
　
決

　
　
五
、
二
七

可
　
　
決

三
、
二
三

　
　
五
、
二
一

修
　
　
正

　
　
五
、
二
二

修
　
　
正

　
　7

1

国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
二
三

三
、
二
三

（
予
）

　
　
五
、
二
二

可
　
　
決

　
　
五
、
二
五

可
　
　
決

三
、
二
三

　
　
五
、
一
四

可
　
　
決

　
　
五
、
一
五

可
　
　
決

　
　7

2

多
数
国
間
投
資
保
証
機
関
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に

関
す
る
法
律
案

"

三
、
二
三

三
、
二
三

（
予
）

　
　
五
、
二
二

可
　
　
決

　
　
五
、
二
五

可
　
　
決

三
、
二
三

　
　
五
、
一
四

可
　
　
決

　
　
五
、
一
五

可
　
　
決



8
8

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
案

参

六
二
、
三
、
二
六

六
二
、
三
、
二
六

六
二
、
五
、
一
四

可
　
　
決

　
六
二
、
五
、
二
〇

可
　
　
決

六
二
、
三
、
二
六

　
　
（
予
）

　
六
二
、
五
、
二
一

可
　
　
決

　
六
、
五
、
二
二

可
　
　
決

　
　9

4

商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム

に
関
す
る
国
際
条
約
の
実
施
の
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
案

衆

四
、
二
八

四
、
二
八

（
予
）

　
　
五
、
二
一

可
　
　
決

　
　
五
、
二
二

可
　
　
決

四
、
二
八

　
　
五
、
一
四

可
　
　
決

　
　
五
、
一
五

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

2

昭
和
六
十
一
年
度
の
水
田
利
用
再
編
奨

励
補
助
金
に
つ
い
て
の
所
得
税
及
び
法

人
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案

大
蔵
委
員
長

　
（
六
二
、
二
、
一
八
）

六
二
、
二
、
一
八

六
二
、
二
、
一
九

六
二
、
二
、
一
八

　
　
（
予
一

六
二
、
二
、
一
九

可
　
　
決

六
二
、
二
、
二
〇

可
　
　
決

六
二
、
二
、
一
九

可
　
　
決

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1

国
有
財
産
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件

衆

六
二
、
四
、
二
八

六
二
、
四
、
二
八

　
　
（
予
）

六
二
、
五
、
二
一

可
　
　
決

六
二
、
五
、
二
二

可
　
　
決

六
二
、
四
、
二
八

六
二
、
五
、
一
三

可
　
　
決

六
二
、
五
、
一
四

可
　
　
決



昭
和
六
十
二
年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
我
が
国
財
政
の
現
状
に
か
ん
が
み
、
昭
和
六
十
二

年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
同
年
度
に
お

け
る
特
例
公
債
の
発
行
並
び
に
国
債
費
定
率
繰
り
入
れ
等
の
停
止
及

び
政
府
管
掌
健
康
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
厚
生
保
険
特

別
会
計
健
康
勘
定
へ
の
繰
入
額
削
減
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
例
公
債
の
発
行
等

　
（
一
）
　
予
算
を
も
つ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
（
四
兆
九
千
八
百

　
　
十
億
円
）
の
範
囲
内
で
、
特
例
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

　
（
二
）
　
租
税
収
入
の
実
績
に
従
つ
て
、
特
例
公
債
の
発
行
額
を
限
度

　
　
額
の
範
囲
内
で
調
整
で
き
る
よ
う
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
末
日

　
　
ま
で
発
行
で
き
る
こ
と
と
し
、
同
年
四
月
以
降
の
本
特
例
公
債

　
　
の
発
行
収
入
は
、
昭
和
六
十
二
年
度
所
属
の
歳
入
と
す
る
。

　
（
三
）
（
一
）
の
議
決
の
条
件
と
し
て
、
特
例
公
債
の
償
還
計
画
を
国
会

　
　
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
四
）
　
特
例
公
債
の
借
り
か
え
に
つ
い
て
は
、
国
の
財
政
状
況
を
勘

　
　
案
し
つ
つ
、
で
き
る
限
り
行
わ
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、

　
　
借
り
か
え
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
速
や
か
な
減
債

　
　
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
国
債
費
定
率
繰
り
入
れ
等
の
停
止

　
　
昭
和
六
十
二
年
度
に
お
け
る
国
債
償
還
財
源
と
し
て
、
一
般
会

　
計
か
ら
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
に
つ
い
て
、
国

　
債
総
額
の
百
分
の
一
・
六
に
相
当
す
る
金
額
の
繰
り
入
れ
及
び
割

　
引
国
債
に
係
る
発
行
価
格
差
減
額
の
年
割
額
に
相
当
す
る
金
額
の

　
繰
り
入
れ
を
行
わ
な
い
（
本
措
置
に
よ
る
繰
り
入
れ
停
止
に
係
る

　
金
額
は
二
兆
三
千
百
六
十
八
億
円
で
あ
る
。
）
。

三
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
健
康
勘
定
へ
の
繰
り
入
れ
の
特
例

　
（
一
）
　
昭
和
六
十
二
年
度
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
厚
生
保
険
特
別

　
　
会
計
健
康
勘
定
へ
の
繰
り
入
れ
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
に

　
　
規
定
す
る
国
庫
補
助
の
額
か
ら
千
三
百
五
十
億
円
を
控
除
し
て

　
　
行
う
。

　
（
二
）
　
右
の
特
例
措
置
に
よ
り
控
除
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
政
府

　
　
管
掌
健
康
保
険
事
業
の
適
正
な
運
営
確
保
の
た
め
、
各
年
度
の

　
　
厚
生
保
険
特
別
会
計
健
康
勘
定
の
収
支
状
況
を
勘
案
し
て
、
後

　
　
日
、
当
該
金
額
を
、
一
般
会
計
か
ら
同
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
措



　
　
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
。

　
な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
「
昭
和
六

十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
公
布
の
日
」
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
て
い

る
。

委
員
長
報
告

八
三
ペ
ー
ジ
参
照

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
と
厳
し
い
財
政
事

情
に
か
え
り
み
、
産
業
構
造
調
整
の
円
滑
化
、
民
間
活
力
の
推
進
、

住
宅
税
制
の
拡
充
等
の
諸
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
既
存
の
特
別

措
置
の
整
理
合
理
化
を
図
る
ほ
か
、
期
限
の
到
来
す
る
特
別
措
置
に

つ
い
て
実
情
に
応
じ
そ
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
等
所
要
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
産
業
構
造
調
整
の
円
滑
化
、
民
間
活
力
の
推
進
等

　
1
　
産
業
構
造
転
換
円
滑
化
臨
時
措
置
法
及
び
特
定
船
舶
製
造
業

　
　
経
営
安
定
臨
時
措
置
法
に
規
定
す
る
特
定
の
計
画
に
基
づ
き
、

　
　
一
定
の
要
件
の
下
に
、
特
定
の
事
業
者
が
取
得
す
る
産
業
構
造

　
　
転
換
用
設
備
等
に
つ
い
て
取
得
価
額
の
一
五
%
（
産
業
構
造
転

　
　
換
円
滑
化
臨
時
措
置
法
の
特
定
地
域
内
で
取
得
さ
れ
た
も
の
は

　
　
二
二
%
）
の
特
別
償
却
を
認
め
る
と
と
も
に
、
設
備
廃
棄
に
よ

　
　
り
生
じ
た
除
却
損
に
係
る
欠
損
金
に
つ
い
て
の
繰
り
越
し
控
除

　
　
期
間
を
十
年
間
認
め
る
特
例
を
設
け
る
ほ
か
、
合
併
等
を
行
う

　
　
場
合
の
そ
の
合
併
等
に
係
る
登
記
に
対
す
る
登
録
免
許
税
の
税

　
　
率
軽
減
の
措
置
を
講
ず
る
。

　
２
　
特
定
の
中
小
企
業
者
等
の
事
業
基
盤
強
化
設
備
に
つ
い
て
、

　
　
二
年
限
り
の
措
置
と
し
て
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、
取
得
価
額

　
　
の
三
〇
%
の
特
別
償
却
制
度
と
取
得
価
額
の
七
%
の
特
別
税
額

　
　
控
除
制
度
（
当
期
税
額
の
二
〇
%
を
限
度
）
と
の
い
ず
れ
か
の

　
　
選
択
を
認
め
る
措
置
等
を
講
ず
る
。

　
３
　
民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
特
定
の
施

　
　
設
の
特
別
償
却
制
度
に
つ
い
て
、
償
却
割
合
を
二
〇
%
（
現
行

　
　
一
三
%
）
に
引
き
上
げ
る
。

二
、
住
宅
税
制

　
　
住
宅
取
得
促
進
税
制
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
二
年
一
月
一
日
以

　
後
に
居
住
の
用
に
供
す
る
場
合
は
、
控
除
期
間
を
五
年
（
現
行
三

　
年
）
に
延
長
す
る
。



三
、
租
税
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等

　
　
無
公
害
化
生
産
設
備
の
特
別
償
却
制
度
の
廃
止
、
廃
棄
物
再
生

　
処
理
用
設
備
の
特
別
償
却
制
度
の
償
却
割
合
の
引
き
下
げ
、
公
害

　
防
止
用
設
備
の
特
別
償
却
制
度
の
対
象
設
備
の
縮
減
等
企
業
関
係

　
租
税
特
別
措
置
の
縮
減
合
理
化
を
推
進
す
る
。

四
、
た
ば
こ
消
費
税
の
税
率
等
の
特
例

　
　
た
ば
こ
消
費
税
の
税
率
等
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
昭
和
六

　
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

五
、
既
存
の
特
別
措
置
の
適
用
期
限
の
延
長

　
　
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
、
民
間
国
外
債
の
利
子
・
発
行

　
差
金
の
非
課
税
制
度
、
住
宅
用
家
屋
の
所
有
権
の
保
存
登
記
等
に

　
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
の
軽
減
措
置
等
期
限
の
到
来
す
る
特
別

　
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
実
情
に
応
じ
て
延
長
す
る
。

六
、
そ
の
他

　
　
採
石
災
害
防
止
準
備
金
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
携
帯
輸

　
入
す
る
紙
巻
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
消
費
税
の
税
率
の
特
例
措
置

　
（
千
本
に
つ
き
五
千
円
）
を
講
ず
る
ほ
か
、
地
震
防
災
応
急
対
策

　
用
資
産
の
特
別
償
却
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
資
産
の
追
加
を

　
行
う
こ
と
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

　
な
お
、
本
法
施
行
に
伴
う
租
税
の
増
収
見
込
額
は
、
昭
和
六
十
二

年
度
約
十
億
円
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

八
一
ペ
ー
ジ
参
照

資
金
運
用
部
資
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
二
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
金
融
環
境
の
変
化
に

対
応
し
て
、
資
金
運
用
部
資
金
の
機
能
を
円
滑
に
発
揮
し
、
国
民
経

済
の
要
請
に
一
層
的
確
に
こ
た
え
る
た
め
、
資
金
運
用
部
預
託
利
率
に

つ
い
て
、
市
場
金
利
の
動
向
に
対
応
し
、
弾
力
的
に
変
更
を
行
う
と

と
も
に
、
資
金
運
用
部
資
金
の
運
用
対
象
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
資
金
運
用
部
預
託
金
に
は
、
国
債
の
金
利
そ
の
他
市
場
金
利
を

　
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
、
厚
生
年
金
等
の
預
託
者
側
の

　
事
情
に
配
慮
し
て
、
資
金
運
用
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
う
え
で
、

　
約
定
期
間
に
応
じ
、
政
令
で
定
め
る
利
率
に
よ
り
利
子
を
付
す
る
。

二
、
資
金
運
用
部
資
金
を
外
国
政
府
、
国
際
機
関
及
び
外
国
の
特
別

　
の
法
人
の
発
行
す
る
債
券
に
運
用
で
き
る
。
そ
の
金
額
は
、
資
金



　
運
用
部
資
金
の
総
額
の
十
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
そ
の
ほ
か
、
資
金
運
用
審
議
会
の
権
限
、
簡
易
生
命
保
険
及
郵

　
便
年
金
特
別
会
計
の
余
裕
金
に
対
す
る
利
子
の
特
例
等
に
つ
い
て

　
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
資
金
運
用
部
資
金
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及

び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
金
融
環
境
の
変
化
に

対
応
し
て
、
い
わ
ゆ
る
財
政
投
融
資
の
原
資
と
し
て
国
民
経
済
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
資
金
運
用
部
資
金
に
つ
い
て
、
そ
の
機

能
を
円
滑
に
発
揮
し
、
国
民
経
済
の
要
請
に
一
層
的
確
に
こ
た
え
る

た
め
、
資
金
運
用
部
預
託
利
率
の
法
定
制
を
改
め
、
こ
れ
を
政
令
に

委
任
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
弾
力
的
な
変
更
が
行
え
る
よ
う
に
す
る

と
と
も
に
、
同
資
金
の
運
用
対
象
を
拡
大
し
、
外
国
債
に
も
運
用
で

き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
預
託
金
利
率
を
法
定
制
か
ら
政
令
委

任
と
す
る
積
極
的
理
由
と
そ
の
利
率
決
定
の
際
の
具
体
的
指
標
、
預

託
者
側
の
利
益
に
配
慮
し
た
資
金
運
用
審
議
会
の
運
営
の
あ
り
方
、

国
内
需
要
喚
起
に
よ
る
対
外
摩
擦
解
消
に
寄
与
す
る
財
政
金
融
政
策

の
内
容
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
近
藤
忠
孝
委
員
よ
り
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
討
論
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は

多
数
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
預
託
金
利
引
き
下
げ
に
当
た
つ
て
は
、

現
下
に
お
け
る
中
小
企
業
等
の
経
営
環
境
に
配
慮
し
て
早
急
に
措
置

す
る
こ
と
等
、
三
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
四
八
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応

し
、
我
が
国
の
市
場
の
一
層
の
開
放
を
図
る
等
の
見
地
か
ら
、
関
税

率
、
特
恵
関
税
制
度
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も



の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
関
税
率
の
改
正

　
（
一
）
紙
巻
き
た
ば
こ
の
関
税
率
の
無
税
化

　
　
　
日
米
間
の
協
議
結
果
を
踏
ま
え
、
紙
巻
き
た
ば
こ
の
関
税
率

　
　
を
無
税
と
す
る
。

　
（
二
）
　
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
関
税
率
の
引
き
下
げ

　
　
　
Ｅ
Ｃ
、
米
国
の
要
請
を
踏
ま
え
、
ビ
ー
ル
、
清
酒
等
を
除
く

　
　
ワ
イ
ン
、
ウ
イ
ス
キ
ー
等
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
十
八
品
目
に
つ
い

　
　
て
原
則
三
〇
%
の
関
税
率
の
引
き
下
げ
を
行
う
。

　
（
三
）
　
そ
の
他

　
　
　
日
米
間
で
行
わ
れ
た
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
協
議
、
皮
革
・
革
靴
の
代
償

　
　
交
渉
等
の
合
意
を
踏
ま
え
、
①
ビ
タ
ミ
ン
を
も
と
と
し
た
栄
養

　
　
補
助
食
品
三
品
目
、
②
合
板
等
木
材
製
品
十
品
目
、
③
ア
ル
ミ

　
　
ニ
ウ
ム
三
品
目
に
つ
い
て
関
税
率
の
引
き
下
げ
を
行
う
と
と
も

　
　
に
、
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、
鉱
工
業
品
で
譲

　
　
許
税
率
二
%
以
下
の
低
関
税
品
目
三
十
三
品
目
に
つ
い
て
関
税

　
　
率
を
無
税
と
す
る
。

二
、
鉱
工
業
品
に
関
す
る
特
恵
関
税
制
度
の
改
正

　
（
一
）
　
シ
ー
リ
ン
グ
制
度
の
改
善
及
び
シ
ー
リ
ン
グ
枠
の
拡
大

　
　
　
国
内
産
業
事
情
か
ら
み
て
可
能
な
品
目
に
つ
い
て
は
、
シ
ー

　
　
リ
ン
グ
枠
を
設
け
ず
、
農
水
産
品
と
同
様
の
「
エ
ス
ケ
―
プ
・

　
　
ク
ロ
ー
ズ
方
式
」
に
よ
り
特
恵
関
税
の
供
与
を
行
う
と
と
も
に
、

　
　
　
「
エ
ス
ケ
ー
プ
・
ク
ロ
ー
ズ
方
式
」
に
よ
れ
な
い
品
目
に
つ
い

　
　
て
は
、
原
則
と
し
て
シ
ー
リ
ン
グ
枠
の
大
幅
な
拡
大
を
図
る
。

　
（
二
）
　
特
恵
メ
リ
ッ
ト
の
均
て
ん
化

　
　
　
特
恵
メ
リ
ッ
ト
の
受
益
国
間
の
均
て
ん
化
を
促
進
す
る
た
め
、

　
　
一
の
特
恵
受
益
国
に
係
る
シ
ー
リ
ン
グ
枠
の
適
用
限
度
を
「
三

　
　
分
の
一
」
か
ら
「
四
分
の
一
」
に
改
め
る
。
た
だ
し
、
現
行
の

　
　
適
用
停
止
の
限
度
を
下
回
ら
な
い
よ
う
措
置
す
る
。

　
（
三
）
　
そ
の
他

　
　
　
特
恵
関
税
例
外
品
目
及
び
二
分
の
一
軽
減
特
恵
税
率
適
用
品

　
　
目
の
削
減
等
を
行
う
。

三
、
減
免
税
還
付
制
度
の
改
正

　
　
航
空
機
及
び
そ
の
部
分
品
等
六
制
度
に
つ
い
て
は
三
年
間
、
中

　
間
留
分
石
油
製
品
等
の
増
産
に
係
る
関
税
の
還
付
等
四
制
度
に
つ

　
い
て
は
一
年
間
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
期
限
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、

　
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
塊
の
減
税
に
つ
い
て
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
三

　
十
一
日
ま
で
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

四
、
暫
定
税
率
の
適
用
期
限
の
延
長

　
　
前
記
改
正
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
き
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
三



　
十
一
日
ま
で
に
適
用
期
限
の
到
来
す
る
暫
定
税
率
に
つ
い
て
、
適

　
用
期
限
を
一
年
間
延
長
す
る
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
昭
和
六
十
二
年
度
一
般
会
計
の
関
税

減
収
見
込
額
は
、
約
三
百
十
億
円
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
大
蔵

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、

我
が
国
の
市
場
の
一
層
の
開
放
を
図
る
等
の
見
地
か
ら
、
紙
巻
き
た

ば
こ
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
等
の
関
税
率
の
引
き
下
げ
を
行
う
と
と
も

に
、
鉱
工
業
品
に
対
す
る
特
恵
関
税
の
適
用
停
止
方
式
の
改
善
等
所

要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
最
近

に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
産
業
構
造
調
整
の
円
滑
化
、

民
間
活
力
の
推
進
、
住
宅
税
制
の
拡
充
等
内
需
の
拡
大
等
に
資
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
税
負
担
の
公
平
化
、
適
正
化
を

一
層
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
企
業
関
係
の
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て

そ
の
整
理
合
理
化
を
進
め
る
ほ
か
、
適
用
期
限
の
到
来
す
る
租
税
特

別
措
置
に
つ
い
て
、
実
情
に
応
じ
そ
の
期
限
の
延
長
等
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
便
宜
一
括
し
て
質
疑
に

入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
今
日
の
急
激
な
円
高
の
背
景
と
米
国
の
為
替

調
整
に
対
す
る
態
度
、
紙
巻
き
た
ば
こ
の
関
税
無
税
化
の
理
由
と
我

が
国
た
ば
こ
産
業
に
及
ぼ
す
影
響
、
特
恵
関
税
供
与
の
基
準
と
そ
の

あ
り
方
、
租
税
特
別
措
置
を
設
置
・
改
廃
す
る
場
合
の
具
体
的
な
経

緯
と
基
準
、
抜
本
改
革
が
立
法
化
さ
れ
る
前
に
特
別
措
置
の
期
限
切

れ
に
よ
つ
て
法
人
税
減
税
が
先
行
す
る
こ
と
の
問
題
、
た
ば
こ
消
費

税
の
税
率
の
特
例
を
期
限
延
長
し
た
理
由
等
の
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と

こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
志
苫
裕
委
員
よ
り
租

税
特
別
措
置
法
改
正
案
に
反
対
、
自
由
民
主
党
を
代
表
し
て
梶
原
清

理
事
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
改
正
案
に
賛
成
、
公
明
党
・
国
民
会
議

を
代
表
し
て
塩
出
啓
典
理
事
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
改
正
案
に
反
対
、

日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
吉
岡
吉
典
委
員
よ
り
両
法
律
案
に
反
対
、

民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
栗
林
卓
司
委
員
よ
り
租
税
特
別
措

置
法
改
正
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
両
法
律
案
を
順
次
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
多



数
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

郵
便
貯
金
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
〇
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
の
事
業
の
健
全
な
経
営
の
確
保
に
資
す

る
た
め
、
郵
便
貯
金
特
別
会
計
に
新
た
に
金
融
自
由
化
対
策
資
金

　
（
以
下
「
資
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
と
と
も
に
、
資
金
に
係
る

経
理
を
明
確
に
す
る
た
め
、
同
会
計
を
一
般
勘
定
及
び
金
融
自
由
化

対
策
特
別
勘
定
（
以
下
「
特
別
勘
定
」
と
い
う
。
）
に
区
分
す
る
等

所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
別
勘
定
の
設
置

　
　
郵
便
貯
金
特
別
会
計
を
一
般
勘
定
及
び
特
別
勘
定
に
区
分
す
る
。

二
、
一
般
勘
定
・
特
別
勘
定
の
歳
入
歳
出

　
（
一
）
　
一
般
勘
定
の
歳
入
歳
出
は
、
従
来
の
郵
便
貯
金
特
別
会
計
の

　
　
歳
入
歳
出
に
、
歳
入
と
し
て
特
別
勘
定
か
ら
の
受
入
金
を
加
え

　
　
た
も
の
と
す
る
。

　
（
二
）
　
特
別
勘
定
の
歳
入
歳
出
は
、
歳
入
を
資
金
の
運
用
収
入
、
資

　
　
金
か
ら
の
受
入
金
、
借
入
金
及
び
附
属
雑
収
入
と
し
、
歳
出
を

　
　
郵
政
事
業
特
別
会
計
へ
の
繰
入
金
、
一
般
勘
定
へ
の
繰
入
金
、

　
　
資
金
へ
の
繰
入
金
、
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
、
一
時
借
入

　
　
金
の
利
子
、
資
金
の
運
用
損
失
補
て
ん
金
並
び
に
附
属
諸
費
と

　
　
す
る
。

三
、
資
金
の
設
置

　
（
一
）
　
特
別
勘
定
に
資
金
を
設
け
、
資
金
に
は
、
資
金
運
用
部
か
ら

　
　
の
借
入
金
に
相
当
す
る
金
額
を
特
別
勘
定
か
ら
繰
り
入
れ
る

　
　
（
昭
和
六
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
、
資
金
へ
の
繰
入
額
と
し

　
　
て
二
兆
円
を
計
上
）
。
ま
た
、
特
別
勘
定
に
お
い
て
、
歳
入
歳

　
　
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
資
金
に
組
み

　
　
入
れ
る
。

　
（
二
）
　
資
金
は
、
郵
便
貯
金
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
用
す
る
。

四
、
特
別
勘
定
か
ら
の
一
般
勘
定
へ
の
繰
入
金
等

　
（
一
）
　
一
般
勘
定
に
お
け
る
郵
便
貯
金
の
事
業
の
健
全
な
経
営
に
資

　
　
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
り
、
特
別
勘
定
か
ら
一
般
勘
定
に
繰
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。



　
二
　
特
別
勘
定
か
ら
一
般
勘
定
へ
繰
入
金
を
す
る
と
き
は
、
当
該

　
　
繰
入
金
に
相
当
す
る
金
額
を
資
金
か
ら
特
別
勘
定
の
歳
入
に
繰

　
　
り
入
れ
る
。

　
（
三
）
　
資
金
に
お
い
て
運
用
の
財
源
に
充
て
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

　
　
き
は
、
特
別
勘
定
の
負
担
に
お
い
て
資
金
運
用
部
か
ら
借
入
金

　
　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
別
勘
定
に
お
け
る
経

　
　
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
特
別
勘
定
の

　
　
負
担
に
お
い
て
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
借
入
金
の
限

　
　
度
額
に
つ
い
て
は
、
予
算
を
も
つ
て
、
国
会
の
議
決
を
経
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
「
昭
和
六

十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
公
布
の
日
」
と
す
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ

て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
大
蔵

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
郵
便
貯
金
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、

郵
便
貯
金
の
事
業
に
つ
き
ま
し
て
、
金
融
自
由
化
に
適
切
に
対
応
し

た
健
全
な
経
営
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
金
融
自
由
化
対
策
資
金
を

郵
便
貯
金
特
別
会
計
に
設
け
る
と
と
も
に
、
同
資
金
に
係
る
経
理
を

明
確
に
す
る
た
め
、
同
特
別
会
計
を
一
般
勘
定
と
金
融
自
由
化
対
策

特
別
勘
定
と
に
区
分
し
、
こ
れ
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
吉
岡
吉
典
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
つ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
つ
ぎ
に
、
昭
和
六
十
二
年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
　

を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案
は
、
我
が
国
を
取
り
巻

く
一
段
と
厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と
で
、
昭
和
六
十
二
年
度
の
財
政

運
営
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
同
年
度
に
お
け
る
特
例
公

債
の
発
行
、
国
債
費
定
率
繰
り
入
れ
の
停
止
及
び
政
府
管
掌
健
康
保

険
事
業
に
係
る
厚
生
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
入
額
削
減
の
特
例
措
置

を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・

護
憲
共
同
を
代
表
し
て
赤
桐
操
理
事
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表



し
て
塩
出
啓
典
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
近
藤
忠
孝
委
員
、

民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
栗
林
卓
司
委
員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

反
対
、
自
由
民
主
党
を
代
表
し
て
梶
原
清
理
事
よ
り
賛
成
す
る
旨
の

意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
つ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
一
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
国
際
開
発
協
会
の
融
資
財
源
調
達
を
目
的
と
し
た

第
八
次
増
資
に
我
が
国
も
参
加
す
る
た
め
、
政
府
が
同
協
会
に
対
し
、

従
来
の
出
資
の
額
の
ほ
か
、
今
後
三
年
間
に
わ
た
つ
て
総
額
四
千
三

百
四
十
二
億
二
千
四
百
二
十
六
万
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
出
資
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
う
ち
三
分

の
一
相
当
額
は
、
我
が
国
の
国
際
復
興
開
発
銀
行
に
対
す
る
出
資
割

合
の
引
き
上
げ
（
現
行
五
・
一
九
%
か
ら
六
・
六
九
%
へ
）
を
条
件

と
し
た
条
件
付
出
資
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
大
蔵

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
国
際
開
発
協
会
が
第
八
次
増
資
を
実

施
す
る
こ
と
と
な
る
の
に
伴
い
、
政
府
が
同
協
会
に
対
し
、
追
加
出

資
が
で
き
る
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
う
ち
の
三
分
の
一
相
当
額
は
我
が
国
の
国
際
復
興
開

発
銀
行
出
資
シ
ェ
ア
引
き
上
げ
を
条
件
と
す
る
条
件
付
出
資
と
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
多
数
国
間
投
資
保
証
機
関
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す

る
法
律
案
は
、
開
発
途
上
国
へ
の
民
間
対
外
投
資
を
保
証
す
る
た
め
、

こ
れ
に
係
る
戦
争
・
収
用
等
の
非
商
業
的
危
険
を
保
証
す
る
国
際
機

関
と
し
て
新
た
に
設
立
さ
れ
る
多
数
国
間
投
資
保
証
機
関
へ
の
我
が

国
の
加
盟
に
伴
い
、
政
府
が
同
機
関
に
対
し
、
出
資
で
き
る
こ
と
と

す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
質
疑
を
行
い

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。



　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
近
藤
忠
孝
委
員
よ
り
、
両
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見

が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
両
法
律
案
を
順
次
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
多

数
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

多
数
国
間
投
資
保
証
機
関
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
案

　
（
閣
法
第
七
二
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
多
数
国
間
投
資
保
証
機
関
（
以
下
「
機

関
」
と
い
う
。
）
へ
の
加
盟
に
伴
い
、
機
関
に
対
す
る
出
資
に
つ
い

て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
政
府
は
、
機
関
に
対
し
、
五
千
五
百
十
二
万
七
千
九
百
合
衆
国

　
ド
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
ま
た
は
本
邦

　
通
貨
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
政
府
は
、
機
関
に
出
資
す
る
本
邦
通
貨
に
代
え
て
、
そ
の
一
部

　
を
国
債
で
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
国
債
の
発

　
行
条
件
、
償
還
等
に
つ
い
て
は
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
の
例
に
準

　
ず
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
機
関
の
保
有
す
る
本
邦
通
貨
そ
の
他
の
資
産
の
寄
託
所
と
し
て

　
の
業
務
は
、
日
本
銀
行
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か

　
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

八
四
ペ
ー
ジ
参
照

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
八
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
金
本
位
制
度
を
前
提
と
し
た
貨
幣
法
が
制
定
さ
れ

た
当
時
と
現
在
で
は
通
貨
制
度
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
我
が
国
通
貨
制
度
の
現
状
に
即
し
て
、
現
行
の
通
貨
に
関

す
る
法
令
を
整
理
統
合
し
て
、
新
た
に
通
貨
の
額
面
価
格
の
単
位
等

に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
貨
幣
の
製
造
及
び
発
行
、
貨
幣
の
種

類
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



　
一
、
通
貨
の
額
面
価
格
の
単
位
は
円
と
し
、
そ
の
額
面
価
格
は
一
円

　
の
整
数
倍
と
す
る
と
と
も
に
、
一
円
未
満
の
金
額
の
計
算
単
位
は

　
銭
及
び
厘
と
す
る
。

二
、
貨
幣
の
製
造
及
び
発
行
の
権
能
は
政
府
に
属
す
る
。

三
、
貨
幣
の
種
類
は
、
五
百
円
、
百
円
、
五
十
円
、
十
円
、
五
円
及

　
び
一
円
の
六
種
類
と
し
、
国
家
的
な
記
念
事
業
と
し
て
閣
議
の
決

　
定
を
経
て
発
行
す
る
貨
幣
（
記
念
貨
幣
）
の
種
類
は
、
こ
れ
ら
の

　
貨
幣
の
種
類
の
ほ
か
、
一
万
円
、
五
千
円
及
び
千
円
の
三
種
類
と

　
す
る
。
ま
た
、
記
念
貨
幣
の
発
行
枚
数
は
、
記
念
貨
幣
ご
と
に
政

　
令
で
定
め
る
。

四
、
貨
幣
の
素
材
、
品
位
、
量
目
及
び
形
式
は
、
政
令
で
定
め
る
。

五
、
貨
幣
は
、
額
面
価
格
の
二
十
倍
ま
で
を
限
り
、
法
貨
と
し
て
通

　
用
す
る
。

六
、
政
府
は
、
そ
の
素
材
に
貴
金
属
を
含
む
等
一
定
の
要
件
を
満
た

　
す
記
念
貨
幣
等
に
つ
い
て
、
そ
の
額
面
価
格
を
超
え
る
価
格
で
販

　
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
貨
幣
法
等
関
係
六
法
律
を
廃
止
す
る
。

八
、
本
法
律
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等

に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
金
本
位
制
度
を
前
提
と
す
る
貨
幣
法
を
も
と
に
構

成
さ
れ
て
い
る
現
行
通
貨
法
体
系
が
、
管
理
通
貨
制
度
に
移
行
し
て

い
る
我
が
国
の
通
貨
制
度
の
現
状
に
即
応
し
な
い
面
が
あ
る
こ
と
等

に
か
ん
が
み
、
貨
幣
法
等
を
廃
止
し
、
通
貨
の
単
位
、
貨
幣
の
製
造

・
発
行
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
、
所
要
の
措
置
を
講
じ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
条

約
の
実
施
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
九

四
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
各
国
の
関
税
率
表
に
採
用
さ
れ
て
い
る
商
品
分
類

に
つ
い
て
、
そ
の
国
際
的
統
一
を
図
り
、
近
年
の
技
術
の
進
歩
及
び

貿
易
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
と
す
る
た
め
の
、
「
商
品
の
名

称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
条
約
」
を

実
施
す
る
た
め
、
同
条
約
で
定
め
ら
れ
た
商
品
分
類
に
基
づ
い
て
我

が
国
の
関
税
率
表
を
全
面
的
に
組
み
替
え
る
等
関
係
法
律
の
整
備
を

図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
関
税
率
表
等
の
全
面
的
組
み
替
え

　
同
条
約
で
定
め
ら
れ
た
六
桁
の
商
品
分
類
に
基
づ
き
、
関
税
定

率
法
で
定
め
る
関
税
率
表
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
で
定
め
る
暫
定

関
税
率
表
、
特
恵
関
税
率
表
等
の
全
面
的
組
み
替
え
を
行
い
、
実

行
税
目
数
で
約
七
千
税
目
と
な
る
。

二
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備

関
税
率
表
等
の
組
み
替
え
に
伴
い
、
関
税
率
表
等
の
品
目
番
号

を
引
用
し
て
い
る
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

委
員
長
報
告

八
九
ペ
ー
ジ　

参
照

昭
和
六
十
一
年
度
の
水
田
利
用
再
編
奨
励
補
助
金
に
つ
い
て
の
所
得
税

及
び
法
人
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
お
い
て
、
水
田
利
用
の
再
編

成
を
図
る
た
め
、
政
府
が
稲
作
の
転
換
を
行
う
者
等
に
対
し
交
付
す

る
水
田
利
用
再
編
奨
励
補
助
金
に
つ
い
て
、
税
制
上
の
軽
減
措
置
を

講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
個
人
が
交
付
を
受
け
る
同
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
一
時
所
得
の

　
収
入
金
額
と
み
な
す
と
と
も
に
、
転
作
に
伴
う
特
別
支
出
費
用
等

　
は
、
一
時
所
得
の
必
要
経
費
と
み
な
す
。

二
、
農
業
生
産
法
人
が
交
付
を
受
け
る
同
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
交

　
付
を
受
け
た
後
二
年
以
内
に
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
の
取

　
得
ま
た
は
改
良
に
充
て
る
場
合
、
圧
縮
記
帳
の
特
例
を
認
め
る
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
昭
和
六
十
一
年
度
に
お
け
る
租
税
の



減
収
見
込
額
は
、
約
八
億
円
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
昭
和
六
十
一
年
度
の
水
田
利
用
再

編
奨
励
補
助
金
に
つ
い
て
の
所
得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び

結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
大
蔵
委
員
長
提
出
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま

し
て
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
る
水
田
利
用
再
編

奨
励
補
助
金
に
つ
い
て
、
個
人
が
交
付
を
受
け
る
も
の
は
こ
れ
を
一

時
所
得
と
み
な
し
、
農
業
生
産
法
人
が
交
付
を
受
け
る
も
の
は
、
交

付
を
受
け
た
後
二
年
以
内
に
固
定
資
産
の
取
得
ま
た
は
改
良
に
充
て

た
場
合
に
は
圧
縮
記
帳
の
特
例
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

税
負
担
の
軽
減
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
昭
和
六
十
一
年
度
の
租
税
の
減
収
額

は
約
八
億
円
と
見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
従
来
の
水
田
利
用
再
編
対
策
及
び
税

制
上
の
助
成
策
の
評
価
、
六
十
二
年
度
以
降
の
水
田
農
業
確
立
対
策

の
具
体
的
内
容
、
米
国
か
ら
の
対
日
米
輸
出
要
求
へ
の
対
応
の
あ
り

方
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に

譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
有
財
産
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求

め
る
の
件
（
閣
議
第
一
号
）

要
旨　

国
有
財
産
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
皇
室
用
財
産

と
す
る
目
的
で
寄
附
等
に
よ
り
財
産
を
取
得
す
る
と
き
は
、
そ
の
財

産
の
価
額
が
一
件
三
千
万
円
以
上
の
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
国
会
の

議
決
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。

　
本
議
決
案
件
は
、
故
高
松
宮
宣
仁
親
王
殿
下
所
有
の
財
産
を
同
殿

下
の
御
遺
志
に
基
づ
き
、
総
理
府
所
管
の
皇
室
用
財
産
と
し
て
取
得

し
、
皇
族
殿
邸
と
し
て
の
一
体
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
前
記

の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
皇
室
用
財
産
と
し
て
取
得
す
る
財
産
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。一

　
所
在
地
　
東
京
都
港
区
高
輪
一
丁
目
七
〇
一
番
二
一
外



二
　
財
産
の
区
分
、
種
目
、
数
量
及
び
価
額

区
　
　
　
　
分

種
　
　
　
　
目

数
　
　
　
　
　
　
量
　
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

価
　
　
　
額
　
（
千
円
）

土
　
　
　
　
　
　
　
地

敷
　
　
　
　
　
　
地

八
、
一
〇
四
・
四
九

三
四
、
八
四
九
、
〇
〇
〇

建
　
　
　
　
　
　
物

倉
　
庫
　
建
　
外

建
　
　
　
　
　
八
〇
八
・
八
〇

二
六
、
九
〇
九

延
ベ
　
　
一
、
二
五
八
・
八
六

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

樹
　
　
木
　
　
外

四
六
、
九
三
二

計

三
四
、
九
二
二
、
八
四
一

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
件
に
つ
き
ま
し
て
、
大
蔵
委
員

会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
国
有
財
産
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会

の
議
決
を
求
め
る
の
件
は
、
故
高
松
宮
宣
仁
親
王
殿
下
の
所
有
で
あ

つ
た
財
産
を
、
遺
贈
に
よ
り
総
理
府
所
管
の
皇
室
用
財
産
と
し
て
、

取
得
す
る
た
め
、
国
有
財
産
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い

て
、
国
会
の
議
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
国
際
条
約
の
実
施
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
は
、
各
国
の
関
税
率
表
に
採
用
さ
れ
て
い
る
商
品
分
類
に
つ
い
て
、

そ
の
国
際
的
統
一
を
図
る
と
と
も
に
貿
易
構
造
の
変
化
等
に
対
応
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
Ｈ
Ｓ
条
約
を
実
施
す
る
た
め
、

同
条
約
に
よ
る
商
品
分
類
に
基
づ
い
て
、
我
が
国
の
関
税
率
表
を
全

面
的
に
組
み
替
え
る
等
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
件
を
一
括
し
て
質
疑
を
行
い
ま
し

た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
近
藤
忠
孝
委
員
よ
り
、
両
件
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
両
件
を
順
次
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
多
数
を

も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




